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１  趣旨 

このマニュアルは、ツキノワグマ・イノシシ（以下「危険鳥獣」という。）が、人の日常生活

圏に侵入している又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ当該危険鳥獣による人の生

命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認められ、銃猟以

外の方法では的確かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域

住民等に弾丸が到達するおそれがない場合において本市が実施する「緊急銃猟」※１の手順等

を示すものとする。（※１ 鳥獣保護管理法（以下「法」という。）第３４条の２第１項の「緊急銃

猟」をいう。） 

 

２  緊急銃猟に備えた平時における事前準備 

（１）対応体制の確保 

緊急銃猟を適切に実施するために、事前に必要な役割分担を整理した上で、捕獲関係者も含

めた役割をあらかじめ特定し、緊急時に的確かつ迅速に対応できる体制を整備する。 

① 緊急銃猟を実施する際の役割分担 

役 割 対応者 内     容 

捕獲者及びサポート

する者 

法第３４条の２

第３項の要件を

満たす者※２ 

実際に緊急銃猟を実施する射手等（猟友会加西

支部の会員の中から「緊急銃猟」を実施する際

の法的要件を満たす者をリストアップする。） 

緊急銃猟実施の判

断、実施の指示 

加西市危険鳥獣

対策本部員等 

市長を本部長とする「加西市危険鳥獣対策本部」
※３を組織して判断・指示をする。 

通行制限を行う者 警察と連携して通行禁止・制限を行う。 

住民への避難を呼び

かける者 

戸別訪問、防災無線、かさいライフナビ、広報車

等により避難を呼びかける。 

緊急銃猟の様子を記

録する者 

捕獲者等の対応内容を事後に証明できるように

ビデオカメラ等で撮影して記録する。 

場所の管理者・地権

者との調整を行う者 

緊急銃猟や土地への立入の際に、場所の管理者・

地権者の許可を取る等の調整を行う。 

広報を行う者 ライフナビ等への掲載、報道機関対応を行う。 

原状回復を行う者 捕獲個体の処分を含む原状回復を行う。 
※２  狩猟免許を受けた者で、適正に緊急銃猟を実施するために必要な経験、技能及び知識を

有する者として政令で定める要件を備える者 
※３ 「加西市危険鳥獣対策本部設置要綱」（別添 P15・16）参照 

 

② 緊急銃猟を実施する者の要件 

ア 次に掲げる銃器を使用することにより緊急銃猟を実施する者が、それぞれ次に定める狩

猟免許を受けた者であること。 

・装薬銃 第一種銃猟免許 

・空気銃 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許 

イ 過去１年以内に、銃器による射撃を２回以上した者であること。 

ウ 過去３年以内に、緊急銃猟実施のために使用しようとする銃器と同種の銃器を使用して、

危険鳥獣又はニホンジカの捕獲等をした経験を有する者であること。 

エ（略）＊夜間時に緊急銃猟を実施する者の要件は、別添Ｐ13「鳥獣保護管理法の一部改正」

を参照 
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③ 緊急銃猟を実施する際の対応体系図 

本部長（市長）、副本部長（副市長）、総務班長（産業部長）は、対策本部で指示等 
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（２）備品等の確保 

ヘルメット、盾、クマ撃退スプレー、無線機等の連絡手段装備などを事前に用意しておく。

連絡手段については、捕獲関係者間で必要な情報共有や、複数の捕獲者が連絡を取りながら

安全かつ確実な捕獲を行うため、無線機の配備を基本とする。また、建物内では危険鳥獣の

攻撃を受けるリスクを想定して、ヘルメット・盾・プロテクター等を装着する。 

備品の種類 説    明 

ヘルメット 頭部を危険鳥獣の攻撃から防御  

盾 危険鳥獣からの攻撃を回避 

建物内で発砲する際は特に銃弾が捕獲

関係者等に当たるリスク回避 

 

クマ撃退スプレー 危険鳥獣が向かってきた際に噴射  

クマ捕獲用ドラム缶檻 建物内及び屋外で発砲が困難な場合の

捕獲用 

 

防災無線機（デジタル簡易無線） 現地での連絡調整に使用  

緊急銃猟を行う捕獲者の証票 「加西市」の記載があるビブス 

＊法第３４条の２第４項により、身分を

示す証票を携帯させる。  

緊急銃猟のための土地の立入り等

の証票 

＊法第３４条の３第２項により、身分を示す証票を携

帯させる。 

緊急銃猟時の確認チェックリスト
※４ 

鳥獣保護管理法に定める法令上の緊急銃猟の条件等

をチェックリストにして、緊急銃猟実施の可否判断

の際に用いる。  

公用車２台（スピーカー付含） 移動のほか、通行制限の開始地点を明示及び広報啓

発するために使用 

軽トラック 緊急銃猟を実施する際にトラックの荷台から撃ち下

ろす場合や、捕獲個体を搬出するために使用 

土嚢 バックストップを補強等する場合に使用 

投光器等の照明器具（発電機等） 夜間時の緊急銃猟、明け方までの現場保全に使用 

原状回復に必要な道具類 ブルーシート、清掃用具、水入りポリタンク、ホー

ス等の原状回復に必要な道具類 

拡声器 住民避難、通行制限時に使用 

     ※４「緊急銃猟時の確認チェックリスト」（３⑻Ｐ7）参照 

 

（３）保険の加入 

緊急銃猟に伴う人身事故や物損に備え、あらかじめ損失補償対応の保険に加入しておく。 

・人身事故は、全国市長会の「市民総合賠償補償保険」で対応 

・物損は、東京海上日動火災保険㈱が創設した「緊急銃猟時補償費用保険」で対応 
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３  緊急銃猟の実施 

「緊急銃猟」の実施にあたっては、市街地での発砲の可否、通行禁止・制限、住民の避難等

極めて重い判断を求められることから、市民等の安全確保を第一に、法令及び環境省の「緊急

銃猟ガイドライン」に従って想定される手順等を次のとおり示す。 

（１）通報時の対応 

   危険鳥獣の出現に関する一報が寄せられた際は、危険鳥獣の種類、出現場所、頭数、被 

害の有無及び現在の動向（日常生活圏への侵入状況や逃走方向）など、緊急銃猟の可否判

断に不可欠な情報を適切に聴取する（警察が第一報を受けた場合には、警察からの聴取

を実施し、必要に応じて目撃者等から再聴取を行う。また、警察から休日夜間に第一報

を受ける場合の連絡窓口は本庁宿直室とする。）。 

 

（２）注意喚起 

人の日常生活圏に危険鳥獣が出現した場合は、地域住民等に対する注意喚起が必要となる

ため、緊急性に応じて次の手法で実施する。 

・戸別訪問（別添啓発チラシ（Ｐ8～11参照）を配付）、広報車で巡回 

・自治会への連絡（自治会放送）、学校・園・福祉施設等への周知、看板の設置等 

・防災無線、ひょうご防犯ネット、かさいライフナビ等 

 

 

 

 

 

 

（３）緊急銃猟による捕獲等の選択可否に係る判断 

緊急銃猟が可能な条件（法第３４条の２第１項） 

・危険鳥獣が人の日常生活圏※５に侵入し、 

・危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止する措置が緊急に必要で、 

・銃猟以外の方法では的確かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、 

・避難等によって地域住民等に弾丸が到達するおそれがない場合 

＊ 上記４条件に該当するか否かについては、現場対応班の責任者が無線又は電話若しくは

映像等を用いて対策本部に正確に伝達し、緊急銃猟実施の可否は本部長が最終判断する。 
※５ 人が生計をたて、普段活動する過程で行動する範囲を示す。（住居、学校、園、公園、公

民館、道路、商業施設、事業所、農地、農業用倉庫、障害者福祉施設、高齢者関連施設、

スポーツ関連施設、鉄道、自動車等） 

 

（４）兵庫県への応援要請 

法第３４条の５第１項に基づき、市長は知事に応援を求めることができる。  

応援に従事する県職員は市長の指揮の下に行動することとなるが、基本的には安全確保措

置を講ずる際の支援や指揮命令を発する際の技術的助言を求めることとする。  

応援の要請にあたっては、応援職員の役割、期間及び人数の把握、必要な資機材等の準備、

移動手段の確保、宿泊場所の斡旋、隣接市町との調整等、事前に県と協議しておく。 

 

（５）隣接市町との連携 

危険鳥獣の出現場所、通行禁止又は制限の範囲及び住民避難の対象に隣接市町が含まれる

場合には、環境省の「緊急銃猟ガイドライン」により県・隣接市町と連携して対応する。 

 

 

《参考》周知文例 

 「令和〇年〇月〇日（〇）〇時頃より、〇〇町の〇〇交差点周辺において、クマの

捕獲を実施するため通行制限を行います。クマ及び銃弾による危険がありますので、

〇〇交差点付近に近づかないようお願いします。」 



5 

（６）警察との連携 

緊急銃猟実施に伴い通行禁止又は制限を行う場合には、交通規制権限を有する加西警察署

との連携が重要となる。また、通行禁止又は制限を行うには事前に加西警察署に通報しなけ

ればならないことから、加西警察署に通報の手順等を確認しておく。 
 

＊ 緊急銃猟と警察官職務執行法の適用が想定されるケース 

法第３４条の２（緊急銃猟） 警察官職務執行法第４条（避難等の措置） 

危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入した場合で、

安全確保等の措置を講ずることにより、地域住

民等に弾丸が到達するおそれがない場合 

危険鳥獣が人里に出現して現実・具体的に

危険が生じ、特に急を要する場合 
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（７）安全を確保するための措置の実施・銃猟の準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

銃猟の計画について関係者で調整 

 捕獲場所、捕獲関係者の配置、射撃方向、避難の範囲、通行禁止・制限の範囲等 

通行禁止・制限範囲、地域住民等の避難範囲の確定 

 人への弾丸の到達、緊急銃猟の実施に伴い間接的に及び得る危害の範囲を必要最低限度

の範囲・時間限定し決定 

通行禁止・制限の措置 地域住民等の避難 

鉄道管理者に、通行禁止又は制

限の範囲及び時間帯等を協議 

防災無線・広報車・報道機関等を通じた周知 

緊急銃猟の実施 

警察署に通報、必要に応じて県

にも連絡 

警察署に通報、必要に応じて県

にも連絡 

 

地域住民等へ避難の指示 

通行の禁止・制限を実施する場

所の管理者への事前連絡 

通行の禁止・制限の掲示 

（看板、車両、市職員の配置等） 

避難の支援（市職員） 

市民への周知 

（かさいライフナビ等） 

通行禁止。通行制限措置完了 地域住民等の避難完了 
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（８）緊急銃猟時の確認チェックリスト 

条文等 条    件 ✓ 

人の日常生活圏への侵入

（法第 34条の 2） 
銃猟を実施する場合は、人の日常生活圏※５であるか 

 

危険鳥獣による人の生命

または身体に対する危害

を防止する措置が緊急に

必要（法第 34条の 2） 

危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を

防止するための措置を緊急に講ずる必要があるか 

 

銃猟以外の方法では的確

かつ迅速に危険鳥獣の捕

獲等をすることが困難 

（法第 34条の 2） 

銃猟以外では的確かつ迅速に捕獲できないか 

 

避難等によって地域住民

等に弾丸が到達するおそ

れがない場合 

（法第 34条の 2） 

通行禁止・制限の措置は必要に応じて講じられてい

るか（法第 34条の 4） 

 

地域住民の避難は行われたか（法第 34条の 4）  

広報（広報車、かさいライフナビ等）は行われたか  

通行の禁止・制限を行う場合は、加西警察署に通報

したか 

 

鉄道を含む場合は、鉄道管理者との協議がされたか 

道路を含む場合は、道路管理者へ連絡したか 

場所の管理者へ連絡したか（必要に応じて） 

 

射線方向にバックストップはあるか 

＊屋内で壁に向けて発射する場合、その壁は十分に堅牢

か、又は弾が通り抜けた場合の壁の先にバックストッ

プがあるか 

 

緊急銃猟を委託する者に留意点を伝えたか 

＊緊急銃猟を実施する場所、緊急銃猟の実施によって弾

丸を到達させるべきではない危険性の高い物件の取り

扱いや、できる限り損壊すべきでない物件（神社仏閣、

貴重品等）に関する情報、銃猟の対象鳥獣に関する情

報等、やり取りに用いるジェスチャー等 

 

その他 

緊急銃猟を実施する者は身分を示す証票を携帯し

ているか（法第 34条の 2） 

 

土地に立ち入る者は、身分を示す証票を携帯してい

るか（法第 34条の 3） 

 

緊急銃猟の様子を記録する用意はあるか 

＊スマートフォン等での撮影は、捕獲者の了解を得てい

るか 

 

※５ 人が生計をたて、普段活動する過程で行動する範囲（住居、学校、園、公園、公民館、道路、 

商業施設、事業所、農地、農業用倉庫、障害者福祉施設、高齢者関連施設、スポーツ関連施設、

鉄道、自動車等） 
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【別添】 
<啓発チラシ> 
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〒６７５ー２３９５

兵庫県加西市北条町横尾１０００番地 TEL ０７９０－４２－８７１８

加西市役所産業部農政課　獣害対策担当 FAX ０７９０－４３－１８０２

Mail nosei@city.kasai.lg.jp
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〒６７５ー２３９５

兵庫県加西市北条町横尾１０００番地 TEL ０７９０－４２－８７１８

加西市役所産業部農政課　獣害対策担当 FAX ０７９０－４３－１８０２

Mail nosei@city.kasai.lg.jp
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★ 危険鳥獣出現による「緊急銃猟」実施までの流れ【事例】 

 
【事例】早朝5時頃、「加西市〇〇町内においてクマが出現し、車庫に立てこもっている。」との110

番通報が警察に入り、加西警察から本市宿直室第一報があり、緊急連絡網により農政課に連

連絡があった。なお、警察も現地へ向かうとのこと。

農政課当番→ 農政課長、獣害対策担当職員へ出勤要請【現場対応】

＊本部長（市長）、副本部長（副市長）、総務班長（産業部長）、副班長（政策部長）は対策本部で情報収集、対応指示

農政課長 →産業部長 → 市長、副市長へ連絡（第一報）

農政課長 → 担当職員等へ出勤要請【本部詰め・事務所対応】

現場対応

□市役所に近い獣害対策担当職員が、市役所に

出勤し、無線、証票等の緊急銃猟に必要な物

品を公用車で現場に運搬する。

□農政課長及び獣害対策担当職員は、自家用車

等で直接現地に向かう。

本部詰め・農政課対応

□本部詰め担当職員は市役所に出勤し、「加西

市危険鳥獣対策本部」設置の準備（資料作成

等）を進め、本部長の指示により対策本部を

立ち上げる。

＊本部の連絡体制は別表のとおり

＊対策本部は本庁産業部農政課内に設置

□防災課、秘書課及び地元区長へ情報提供し、

防災無線等により地域住民への啓発・周知す

る。（市民等の問い合わせ対応）

□教育委員会へ情報提供し、学校・こども園等

へ啓発及び周知する。

□その他近隣施設関係課へ啓発及び周知する。

□加東農林興事務所森林課へ連絡する。

（県への応援要請の要否は現場対応班からの指

示による。）

□現場対応班から通行禁止又は制限の指示を受

け、市道路部局に対応を要請する。□現場住民の避難、道路等の通行禁止及び通行

制限の要否を判断し、実施する。

（協議先：加西警察、施設管理課、防災課）

□現場周辺を戸別訪問し、「緊急銃猟啓発チラ

シ」を配布して注意喚起（避難誘導）する。

□通行禁止・制限の措置及び地域住民の避難等、

緊急銃猟を実施する場合に必須となる安全を

確保するための措置や猟銃の準備等について、

チェックリスト等で確認する。

対策本部において緊急銃猟実施の可否を判断（最終判断は本部長）し、現場対応班に指示する。

現場において警察・県・捕獲実施者及びサポーター（猟友会）との緊急銃猟実施にあたっての最終確認

緊急銃猟の実施

捕獲した危険鳥獣を一般廃棄物として適切に処理する。原状復帰措置の実施

□獣害対策担当職員は猟友会加西支部長に連絡

し、捕獲実施者の現場への出動を要請する。

□現場の状況及び県への応援要請の要否を判断

し、必要に応じて要請する。
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鳥獣保護管理法の一部改正【緊急銃猟関連（抜粋）】 

 

改正された条文 改正された政省令 

（緊急銃猟） 

第３４条の２

第１項 

市町村長は、危険鳥獣が、住居、広場そ

の他の人の日常生活の用に供されてい

る場所又は電車、自動車、船舶その他の

人の日常生活の用に供されている乗物

に侵入していること又は侵入するおそ

れが大きいことを把握し、かつ、当該危

険鳥獣による人の生命又は身体に対す

る危害を防止するための措置を緊急に

講ずる必要があると認める場合におい

て、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以外

の方法によっては的確かつ迅速に当該

危険鳥獣の捕獲等をすることが困難で

あり、かつ、第３４条の４の規定による

措置その他の措置を講ずることにより

銃猟によって人に弾丸の到達するおそ

れその他の人の生命又は身体に危害を

及ぼすおそれがないと認めるときは、

住居等又はその付近において、当該危

険鳥獣について銃猟をすることができ

る。 

（緊急銃猟を実施する者の要件） 

ア 次に掲げる銃器を使用することによ

り緊急銃猟を実施する者が、それぞれ

次に定める狩猟免許を受けた者である

こと。 

・装薬銃 第一種銃猟免許 

・空気銃 第一種銃猟免許又は第二種銃

猟免許 

 

イ 過去一年以内に銃器による射撃を二

回以上した者であること。 

 

ウ 過去三年以内に、緊急銃猟の実施の

ために使用しようとする銃器と同種の

銃器を使用して、危険鳥獣又はこれに

類するものとして環境省令で定める鳥

獣（ニホンジカ）の捕獲等をした経験

を有する者であること。 

 

エ 日出前又は日没後において緊急銃猟

を建物内以外の住居等又はその付近に

おいて実施しようとするときは、その

適正な実施のために必要な環境省令で

定める射撃の技能（射撃場における五

回以上の射撃において、ライフル銃は

標的の中心から２．５㎝、それ以外の

銃は標的の中心から５．０㎝に全て命

中させる技能又はこれと同等の技能）

を有し、かつ、その適正な実施に関す

る講習で環境省令で定めるものの課程

（夜間銃猟安全管理講習として、夜間

銃猟をする際の安全の確保に関する知

識等について５時間以上の講習）を修

了した者であること。ただし、麻酔銃

を使用して緊急銃猟を実施する場合

は、ウの要件のみ求める。 

第３４条の２

第２項 

市町村長は、緊急銃猟をしようとする

ときは、その職員に緊急銃猟を実施さ

せ、又はその職員以外の者に委託して

緊急銃猟を実施させることができる。 

この場合において、市町村長は、緊急銃

猟を実施する場所、緊急銃猟の実施に

当たり留意すべき事項その他の緊急銃

猟の実施に関する事項をこれらの者に

明らかにするものとする 

第３４条の２

第３項 

市町村長は、緊急銃猟を実施させる場

合には、狩猟免許を受けた者であるこ

とその他の適正に緊急銃猟を実施する

ために必要な経験、技能及び知識を有

する者として政令で定める要件を備え

る者に緊急銃猟を実施させるものとす

る。 

＊「緊急銃猟」を実施させる場合には、法第３４条の２第３項の規定により、「狩猟免許を受けた者」

であることに加え、「緊急銃猟を実施するために必要な経験、技能及び知識を有する者として政令で

定める要件を備える者」でなければならない。しかしながら、現時点においては市職員で法令の要件

を満たす者はいないため、猟友会の会員の中から要件を満たす適格者に委託することとすることと

し、「緊急銃猟」を実施させるために必要な法令で定める要件を備える者を別にリストアップする。 
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関係法令（抜粋） 

 

〇鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号） 

（銃猟の制限） 

  第３８条 日出前及び日没後においては、銃器を使用した鳥獣の捕獲等（以下「銃猟」という。）

をしてはならない。 

  ２ 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所（以下「住居集合

地域等」という。）においては、銃猟をしてはならない。ただし、次条第１項の許可を受けて

麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等（以下「麻酔銃猟」という。）をする場合は、この限りでない。 

  ３ 弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動

車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。 

 

〇刑法（明治４０年法律第４５号） 

  （緊急避難） 

第３７条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを

得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に

限り罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除す

ることができる。 

２ 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 

 

〇警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６号） 

   （避難等の措置） 

第４条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞

のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端

な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その

他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある

者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難さ

せ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通

常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。 

 

〇銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号） 

（所持の態様についての制限） 

第１０条 第４条又は第６条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に

供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を

携帯し、又は運搬してはならない。 

  ２ 第４条又は第６条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を

除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。 

  ⑴ 第４条第１項第１号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しく

は空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途（有害鳥獣駆除の用途にあっ

ては、一般有害鳥獣駆除の用途に限る。）に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等をする場合。ただし、許可

に係る猟銃がライフル銃である場合において、第５条の２第４項第 1号ロに該当する者とし

て当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあっては、事業に対する被害を防止するために

獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る。 
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加西市危険鳥獣対策本部設置要綱（案） 

（目的） 

第１条 加西市内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下「法」 

という。）第２条第６項及び政令で規定する「危険鳥獣（ツキノワグマ及びイノシシ）」が

市民の日常生活圏に出現し、市民の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいと判断さ

れる場合に、迅速かつ的確に対策を講じるため、加西市危険鳥獣対策本部（以下「市対策本

部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 市対策本部の事務は次のとおりとする。 

 ⒧ 法第３４条の２第１項に規定する「緊急銃猟」実施の判断に関すること。 

 ⑵ 法第３４条の２第２項に規定する委託して緊急銃猟を実施させる者の選任、緊急銃猟

を実施する場所及び緊急銃猟の実施に当たり留意すべき事項等の明示に関すること。 

 ⑶ 法第３４条の２第３項及び政令で規定する緊急銃猟を実施させる者の要件の確認に関

すること。 

 ⑷ 法第３４条の３第１項に規定する緊急銃猟等のための土地の立入り等に関すること。 

 ⑸ 法第３４条の４第１項及び第２項に規定する市民の生命又は身体に対する危害を防止

するために必要な措置に関すること。 

 ⑹ 法第３４条の５第１項及び第２項に規定する県知事に対する応援の要求等に関するこ

と。 

 ⑺ 市対策本部各班の事務分掌に関すること。 

⑻ その他本部長が必要と認めた事項に関すること。 

（組織等） 

第３条 市対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、会議は本部長が招集する。 

  ただし、危険鳥獣の出現状況等を確認した職員から報告を受けた本部長が会議を招集す

るいとまがないと判断した場合は、会議を招集せず直接各班に対応を指示することができ

る。その場合の指示等対応内容については、総務班長から全本部員に伝達するものとする。 

２ 本部長は市長、副本部長は副市長とする。 

３ 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。 

４ 副本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務班長がその職務を代理する。 

５ 組織体制は別表のとおりとし、各本部員が所管する組織で構成する担当班を設ける。 

６ 本部長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者及びその他関係者の出席を

求めることができる。 

（庶務） 

第４条 市対策本部の庶務は、総務班長の指揮の下、産業部農政課において処理する。 

 

（補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和 8年４月１日から施行する。 
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別表 

 

本部長 副本部長 本 部 員 

市長 副市長 産業部長、政策部長、教育部長、建設部長、環境部長、

学校教育課長、防災課長、施設管理課長、環境課長、こ

ども未来課長、農政課長、 

 

班 班長及び構成する組織 事 務 分 掌 

総
務
班
（
現
場
対
応
班
） 

班 長 産業部長 １ 本部長命令の伝達に関すること。 

２ 市対策本部の設置及び廃止に関すること。 

３ 市対策本部の各班との連絡・調整に関すること。 

４ 猟友会、警察及び県関係機関との連絡・調整に関する

こと。 

５ 「緊急銃猟」実施の適否、実施させる者の選任及び要

件の確認等に関すること。 

６ 銃・止め刺しによる殺処分又は捕獲した危険鳥獣の

処分に関すること。 

７ 市民等への周知及び報道対応に関すること。 

８ 広報内容、発表資料作成等について、関係機関との調

整に関すること。 

９ 危害が発生するおそれのある場所の通行禁止又は制

限に関すること。 

10 危害が発生するおそれのある地域の住民への避難指

示に関すること。 

11 対策に必要な物品等の調達に関すること。 

12 原状回復措置の実施に関すること。 

13 市対策本部に属さない関係各課への連絡が必要な

際、該当する課への連絡に関すること。 

副班長 政策部長 

構成す

る組織 

農政課※１ 

防災課※１ 

施設管理課 

秘書課 

 

 

 

 

 

 
 

教
育
機
関
等
関
係
班 

班 長 教育部長 

１ 学校関係者及び保護者への広報・啓発に関すること。 

 

２ 児童、生徒、園児等の安全確保に関すること。 

 

３ 広報・啓発資料の作成に関すること。 

副班長 ①学校教育課長 

構成す

る組織 

学校教育課 

教育総務課 

副班長 ②こども未来課長 

構成す

る組織 

こども未来課 

個
体
処
理
班 

班 長 農政課長 

 

１ 危険鳥獣の個体処理に関すること。 

 

副班長 農政課作業長 

構成す

る組織 

加西市クリーンセ

ンター、遺骸処分

委託事業者  
※１ 農政課、防災課は、班長及び副班長の指示の下、市対策本部外関係部局との連絡調整業務を担う。 

* 関係する部局の長への連絡・報告等については、必要に応じ各所属の本部員が行う。 
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